
※ 下記の文書は、平成２１年８月１８日に各事業主宛に発送したものです。

皆 様 にお 知 ら せ く ださ い ま す よ う 、 お 願 い 申 し 上 げ ま す 。

平 素 か ら 当 組 合 の 事 務 運 営 に つ き ま し て は 、 格 別 な ご 協 力 、 ご 尽 力 を 賜 り 厚 く

標 記 の 制 度 改 正 等 に つ き ま し て 、 下 記 の と お り 実 施 い た し ま す の で 、 被 保 険 者 の

健康保険における高額介護合算療養費の請求方法について

２．

健康保険法施行令等の一部改正について

お礼申し上げます。

記

１．

３．

医療機関等への直接支払制度について

出産育児一時金の支給額の改正並びに出産育児一時金等の

「７５歳到達月における自己負担限度額特例」の創設について



健康保険における高額介護合算療養費の
請求方法について

(1)

（70～74歳の方）

①

②

③

④

（70歳未満の方）

①

②

③

※１

そ の 超 え た 金 額 が 健 保 組 合 及 び 介 護 保 険 者 よ り 按 分 し て 支 給 さ れ ま す 。

保 険 と 介 護 保 険 の 自 己 負 担 額 の 合 計 額 が 一 定 の 基 準 額 を 超 え る 場 合 に 、

健 康 保 険 の 被 保 険 者 と 被 扶 養 者 が 、 毎 年 8 月 か ら 1 年 間 に 支 払 わ れ た 医 療

高齢受給者証の負担割合が「3割」と
記載されている場合

６７万円

平 成 ２ ０ 年 ４ 月 に 創 設 さ れ た 制 度 で す 。

合 計 額 に つ い て 限 度 額 を 設 け 、 そ の 家 計 の 負 担 を 軽 減 す る 事 を 目 的 と し 、

よ り 、 家 計 に 重 い 負 担 が 残 る 事 か ら 、 医 療 と 介 護 の １ 年 間 の 自 己 負 担 額 の

高 額 介 護 合 算 療 養 費 と し て 支 給 さ れ ま す 。

の 合 計 額 が 算 定 基 準 額 （ 限 度 額 ） を 超 え た 場 合 、 算 定 基 準 額 を 超 え た 額 を

１．

ま で の 16 ヶ 月 間 に 支 払 わ れ た 金 額 が 対 象 に な り ま す 。

③のうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が
一定額以下の場合（年金収入80万円以下等）

条件

７５万円６２万円

8/1～翌年7/31

３１万円

医 療 保 険 、 介 護 保 険 両 制 度 の 自 己 負 担 が 長 期 間 に わ た っ て 生 ず る 事 に

被保険者が市町村民税非課税の場合

２５万円１９万円

① ・ ③ ・ ④以外の場合

「 医 療 保 険 上 の 世 帯 」 を 単 位 と し て 、 年 間 の 医 療 及 び 、 介 護 の 自 己 負 担 額

８９万円６７万円

４１万円

※１

８９万円

１６８万円

３４万円

１２６万円

平 成 21 年 度 に つ き ま し て は 、 特 例 措 置 と し て 平 成 20 年 4 月 1 日 か ら 21 年 7 月 31 日

算定基準額について

－１－

条件 8/1～翌年7/31 ※１

被保険者が市町村民税非課税の場合

① ・ ③以外の場合

被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合

４５万円



(2)

(3)

サ ー ビ ス の 受 給 権 が あ り 、 実 際 に 介 護 サ ー ビ ス 等 を 受 け て い る 方 が 対 象 に

介 護 保 険 に お け る 自 己 負 担 が 発 生 し て い る こ と が 支 給 要 件 の 為 、 介 護 保 険

な お 、 高 額 ・ 介 護 共 に ２ １ ， ０ ０ ０ 円 以 上 の 自 己 負 担 額 が あ る 場 合 に 限 り ま す 。

を 控 除 し た 後 の 額 で す 。

②

－２－

お 住 ま い の 市 区 町 村 か ら 介 護 保 険 の 自 己 負 担 額 証 明 書 の 交 付 を 受 け て い た

③

自 己 負 担 等 ） 、 公 費 負 担 、 高 額 療 養 費 、 付 加 給 付 、 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 な ど

自 己 負 担 額 に つ き ま し て は 、 自 費 に 係 る 費 用 （ 差 額 ベ ッ ド 代 、 衣 類 代 、 食 事 の

場 合 は 、 前 保 険 者 の 交 付 し た 自 己 負 担 額 証 明 書 も 併 せ て 添 付 し て く だ さ い 。

だ き 、 こ の 自 己 負 担 証 明 書 を 添 付 し て 組 合 に 申 請 手 続 き を し て く だ さ い 。

申 請 方 法

し て く だ さ い 。

保 険 者 が 交 付 し た 自 己 負 担 額 証 明 書 を 添 付 し 、 基 準 日 保 険 者 に 支 給 申 請 を

な お 、 （ ２ ） の ③ で 記 載 し た と お り 、 基 準 日 以 前 １ 年 間 に 保 険 者 が 変 更 に な っ た

①

基 準 日 以 前 １ 年 間 に 転 職 等 で 保 険 者 が 変 更 に な っ た 場 合 に は 、 以 前 の 医 療

す る こ と に な り ま す 。

毎 年 、 ７ 月 ３ １ 日 （ 基 準 日 ） 時 点 で 被 保 険 者 が 加 入 し て い る 医 療 保 険 者 に 申 請

な り ま す 。

申 請 手続 きの 留意 事項



(1) 自己負担限度額

例） 限度額の区分が「一般」、入院の場合

（自己負担限度額４４，４００円の方が、８月１８日に７５歳になられた場合）

当組合被・扶養者資格あり 長寿医療制度の被・扶養者

(2) 申請方法

(3) 申請期限

金 等 の 額 が 前 月 に 比 べ て 2 倍 に な る こ と か ら 、 「 75 歳 到 達 月 に お け る 自 己

解 消 し ま す 。

６，０００円

２２，２００円

個人単位
（外来のみ）

１２，３００円

２２，２００円

４０，０５０円＋（医療費-１３３，５００円）×１％
（２２，２００円）

４，０００円

限度額
４４，４００円

現役並み所得者

低所得者
Ｂ

Ａ

7月

合計４４，４００円合計８８，８００円（１ヶ月で限度額の２倍負担）

－３－

７，５００円

限度額
４４，４００円

8月

限度額
４４，４００円

９月

限度額
４４，４００円

8月

２．　「７５歳到達月における自己負担限度額特例」の創設について

個人単位
（入院・外来　世帯全体）

一般所得者

自己負担限度額

医 療 制 度 で も 自 己 負 担 限 度 額 ま で 負 担 す る こ と に な る こ と か ら 、 一 部 負 担

そ れ ま で 加 入 し て い た 医 療 保 険 制 度 で 自 己 負 担 限 度 額 ま で 負 担 し 、 長 寿

日 を 迎 え て 長 寿 医 療 制 度 （ 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 ） の 被 保 険 者 と な る 場 合 、

平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 よ り 長 寿 医 療 制 度 の 施 行 に よ り 、 月 の 途 中 で ７ ５ 歳 の 誕 生

７５歳到達時特例対象

負 担 限 度 額 の 特 例 」 の 創 設 を し て 、 一 部 負 担 金 等 の 額 が 増 額 と な る こ と を

8月

限度額
２２，２００円

8月

限度額
２２，２００円

健康保険 長寿医療

８/１８（75歳誕生日） ８/１８（75歳誕生日）

平 成 ２ ０ 年 ４ 月 ２ 日 か ら 平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 ま で の 間 の 月 の 初 日 以 外 に お い て

高 齢 者 用 の 高 額 療 養 費 支 給 申 請 書 に 必 要 事 項 を 記 入 の う え 、 同 月 １ 日 よ り

７ ５ 歳 の 誕 生 日 前 日 ま で の 領 収 書 （ コ ピ ー ） を 添 付 し て ご 申 請 く だ さ い 。

７ ５ 歳 に 到 達 し た 方 に つ き ま し て は 、 本 年 １ ２ 月 １ ８ 日 ま で に 申 請 し て く だ さ い 。



出産育児一時金の支給額の改正並びに出産育児一時金

等の医療機関等への直接支払制度について

(1)

○

出産育児一時金等 ４２万円 ＋付加金 ２万円 ＝ ４４万円

（付加金２万円につきましては、当組合在籍中の被保険者及び被扶養者が対象です）

○

出産育児一時金等 ３９万円 ＋付加金 ２万円 ＝ ４１万円

（付加金２万円につきましては、当組合在籍中の被保険者及び被扶養者が対象です）

制 度 が 導 入 さ れ ま す 。

金 ・ 家 族 出 産 育 児 一 時 金 の 支 給 額 を ４ 万 円 引 き 上 げ る こ と に な り ま し た 。

出 産 し た 場 合

日以後に 出産（死産を含む）し た 場合

３．

平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 出 産 に 係 る 出 産 育 児 一 時

出産育児一時金等の支給額の４万円引き上げについて

緊 急 の 少 子 化 対 策 の た め の 措 置 と し て 、 出 産 に 係 る 被 保 険 者 等 の 経 済 的

負 担 を 軽 減 し 、 安 心 し て 出 産 で き る よ う に す る た め 、 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら

な お 、 直 接 支 払 制 度 の 導 入 に よ り 、 受 取 代 理 （ 事 前 申 請 ） は 、 平 成 ２ １ 年 ９ 月 ３ ０ 日

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 出 産 に 係 る 出 産 育 児 一 時 金 等 の 支 給 額 を ４ 万 円 引

き 上 げ る こ と に な り ま し た 。

を も っ て 廃 止 さ れ ま す 。

ま た 、 こ の 引 き 上 げ に 併 せ て 、 出 産 育 児 一 時 金 等 の 医 療 機 関 等 へ の 直 接 支 払

産 科 医 療 補 償 制 度 に 加 入 す る 医 療 機 関 等 に お い て 、 在 胎 日 数 ２ ２ 週 に 達 し た

在 胎 週 数 ２ ２ 週 未 満 の 出 産 及 び 産 科 医 療 補 償 制 度 に 未 加 入 の 医 療 機 関 等 で

－４－



(2)

(3)

※

（ 仮 移 転 先 ）

す る こ と に な り ま す 。

と の 間 に 出 産 育 児 一 時 金 等 の 支 給 申 請 及 び 受 取 に 係 る 代 理 契 約 を 締 結

不 明 な 点 が ご ざ い ま し た ら 業 務 部 業 務 二 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

医 療 機 関 等 へ の 直 接 支 払 制 度 を 希 望 す る 場 合 、 被 保 険 者 等 が 医 療 機 関 等

直 接 支 払 制 度 の 導 入 に よ り 、 被 保 険 者 等 が 医 療 機 関 等 の 窓 口 に お い て 出 産

医 療 機 関 等 へ 出 産 費 用 を 直 接 支 払 う 、 「 直 接 支 払 制 度 」 が 実 施 さ れ ま す 。

な お 、 被 保 険 者 期 間 が １ 年 以 上 あ り 、 資 格 喪 失 後 ６ ヶ 月 以 内 に 出 産 さ れ た 被

保 険 者 も 同 様 に 申 請 し て く だ さ い 。

た 領 収 書 （ 写 ） を 添 付 し て 、 ご 請 求 く だ さ い 。

－５－

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の導入について

業務部業務二課 ℡ ０３－３８３０－６６１４

申 請 方 法 は 、 請 求 書 に 従 来 の と お り ご 記 入 （ 医 師 ・ 助 産 師 又 は 市 区 町 村 長 が 証

明 す る と こ ろ も 含 む ） い た だ き 、 産 科 医 療 補 償 制 度 加 入 機 関 の ス タ ン プ が 押 さ れ

平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 、 出 産 育 児 一 時 金 等 の 額 を 上 限 と し て 、 保 険 者 か ら

医 療 機 関 等 へ の 直 接 支 払 制 度 を 希 望 さ れ た 場 合 で も 、 当 組 合 所 定 の 被 保 険 者 ・

家 族 出 産 育 児 一 時 金 請 求 書 （ 従 来 の と お り ） の 申 請 が 必 要 と な り ま す 。

費 用 を 支 払 う 経 済 的 負 担 が 軽 減 さ れ ま す 。

な お 、 当 組 合 規 定 の 付 加 給 付 金 に つ き ま し て は 、 取 り 扱 い で き ま せ ん 。

医 療 機 関 等 へ の 直 接 支 払 を 希 望 し な い 場 合 は 、 従 来 ど お り の 手 続 き と な り ま す 。

申 請 方 法
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